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日
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◯
軽
油
引
取
税
に
係
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業
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の
指
定
の
取
消
し
（
五
三
五
・
税
務
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…
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◯
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活
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護
法
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よ
る
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◯
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護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
五
三
七
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
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活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
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三
八
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
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３

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
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保
健
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護
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秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

平
成
十
六
年
度
第
二
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集
期
間
が
次
の
と
お
り
定
め

ら
れ
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
百
十

八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

募
集
期
間

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
八
月
十
七
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

平
成
十
六
年
度
第
二
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
採
用
試
験
の
試
験
期
日
及
び
試

験
場
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第

百
十
七
条
第
一
項
及
び
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

試
験
期
日

受
付
時
に
指
定

す
る
日

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部陸
上
自
衛
隊
秋
田
駐
屯

地自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
館
出
張
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
能
代
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
秋
田
募
集
案
内
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
本
荘
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
曲
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
横
手
募
集
事
務
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目

三
番
三
十
四
号

秋
田
市
寺
内
字
将
軍

野
一
番
地

大
館
市
赤
館
町
三
番

三
号

能
代
市
花
園
町
二
十

六
番
二
十
二
号

秋
田
市
茨
島
二
丁
目

八
番
二
十
四
号

本
荘
市
出
戸
町
字
給

人
町
七
番
三
号

大
曲
市
田
町
二
十
一

番
五
号

横
手
市
横
手
町
字
上

真
山
百
九
十
五
号

募
　
集
　
地
　
域

秋
田
県
全
域

大
館
市
　
鹿
角
市

鹿
角
郡
　
北
秋
田
郡

能
代
市
　
山
本
郡

秋
田
市
　
男
鹿
市

南
秋
田
郡
　
河
辺
郡

本
荘
市
　
由
利
郡

大
曲
市
　
仙
北
郡

横
手
市
　
湯
沢
市

平
鹿
郡
　
雄
勝
郡

試
　
　
　
　
　
験
　
　
　
　
　
場

名
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
　
置



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

平
成
十
六
年
度
第
三
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
募
集
期
間
が
次
の
と
お
り
定
め

ら
れ
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
及
び
百
十

八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

募
集
期
間

平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

平
成
十
六
年
度
第
三
回
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
の
採
用
試
験
の
試
験
期
日
及
び
試

験
場
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第

百
十
七
条
第
一
項
及
び
百
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
県
税
条
例

施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
氏
名
又
は
名
称
　
株
式
会
社
阿
部
土
建
　
代
表
取
締
役
　
阿
　
部
　
博
　
明

二
　
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
　
鹿
角
市
八
幡
平
字
大
里
下
モ
川
原
百
八
十
九
番
地

三
　
指
定
取
消
年
月
日
　
平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

試
験
期
日

受
付
時
に
指
定

す
る
日

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部陸
上
自
衛
隊
秋
田
駐
屯

地自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
館
出
張
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
能
代
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
秋
田
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
本
荘
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
曲
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
横
手
募
集
事
務
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目

三
番
三
十
四
号

秋
田
市
寺
内
字
将
軍

野
一
番
地

大
館
市
赤
館
町
三
番

三
号

能
代
市
花
園
町
二
十

六
番
二
十
二
号

秋
田
市
茨
島
二
丁
目

八
番
二
十
四
号

本
荘
市
出
戸
町
字
給

人
町
七
番
三
号

大
曲
市
田
町
二
十
一

番
五
号

横
手
市
横
手
町
字
上

真
山
百
九
十
五
号

募
　
集
　
地
　
域

秋
田
県
全
域

大
館
市
　
鹿
角
市

鹿
角
郡
　
北
秋
田
郡

能
代
市
　
山
本
郡

秋
田
市
　
男
鹿
市

南
秋
田
郡
　
河
辺
郡

本
荘
市
　
由
利
郡

大
曲
市
　
仙
北
郡

横
手
市
　
湯
沢
市

平
鹿
郡
　
雄
勝
郡

試
　
　
　
　
　
験
　
　
　
　
　
場

名
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
　
置

受
付
時
に
指
定

す
る
日

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
館
出
張
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
能
代
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
秋
田
募
集
案
内
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
本
荘
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
大
曲
募
集
事
務
所

自
衛
隊
秋
田
地
方
連
絡

部
横
手
募
集
事
務
所

大
館
市
赤
館
町
三
番

三
号

能
代
市
花
園
町
二
十

六
番
二
十
二
号

秋
田
市
茨
島
二
丁
目

八
番
二
十
四
号

本
荘
市
出
戸
町
字
給

人
町
七
番
三
号

大
曲
市
田
町
二
十
一

番
五
号

横
手
市
横
手
町
字
上

真
山
百
九
十
五
号

大
館
市
　
鹿
角
市

鹿
角
郡
　
北
秋
田
郡

能
代
市
　
山
本
郡

秋
田
市
　
男
鹿
市

南
秋
田
郡
　
河
辺
郡

本
荘
市
　
由
利
郡

大
曲
市
　
仙
北
郡

横
手
市
　
湯
沢
市

平
鹿
郡
　
雄
勝
郡

名
　
　
　
　
　
称

佐
藤
歯
科
医
院

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

大
曲
市
中
通
町
六
番
一
号
　
グ
ラ
ン
マ
ー
ト
中
通
店
二
階

診
　
療
　
科
　
名

歯
科
、
矯
正
歯
科
、
小
児

歯
科

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
四
月
十
三
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

佐
　
藤
　
勝
　
彦
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秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

秋
田
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

み
ち
か
わ
薬
局

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ

大
館
清
水
町
店

由
利
郡
岩
城
町
内
道
川
字
井
戸
ノ
沢
二
十
一
番
地
一
号

大
館
市
清
水
五
丁
目
一
番
五
号

調
剤
薬
局

調
剤
薬
局

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

平
成
十
六
年
六
月
一
日

株
式
会
社
　
フ
ァ
ー
マ
ッ

ク
ス
　
代
表
取
締
役

株
式
会
社
　
ツ
ル
ハ
　
代

表
取
締
役

氏
　
　
　
名

小
松
田
　
　
　
禎

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

平
鹿
郡
大
雄
村
三
村
二
百
六
十
九
―
三

施
術
所
の
名
称

陽
泉
堂
整
骨
院

施
　
術
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

平
鹿
郡
大
雄
村
三
村
二
百
六
十
九
―
三

業
務
の
種
類

柔

道

整

復

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
五
月
十
日

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

秋
田
県
南
部
老
人
福
祉
総
合
エ
リ
ア
診
療

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

平
鹿
郡
大
森
町
字
菅
生
田
二
百
四
十
五
―
三
十
四

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
　
称

有
限
会
社
井
上
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
仁
井
田
字
海
道
東

四
十
八
―
四

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
十
日
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秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
指
定
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
保
護
区
の
概
要

４

名
　
　
　
称

有
限
会
社
井
上
薬

局

所
　
　
　
在
　
　
　
地

平
鹿
郡
十
文
字
町
仁
井
田
字
海
道
東

四
十
八
―
四

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
六
月
十
日

北
秋
田
郡
阿
仁
町
小
沢
地
内
荒
瀬
川
と

町
道
小
沢
三
枚
線
の
交
点
を
起
点
と
し
、

同
町
道
を
東
進
し
、
芝
森
山
尾
根
筋
と
の

交
点
に
至
り
同
尾
根
筋
を
南
西
に
進
み
標

高
６
６
０
ｍ
地
点
か
ら
南
進
し
芝
森
三
角

点
を
経
て
古
河
林
業
㈱
作
業
道
に
至
り
、

同
作
業
道
を
北
東
に
進
み
稜
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
稜
線
に
沿
っ
て
南
進
し
幸
屋

地
区
作
業
道
に
至
り
、
同
作
業
道
を
南
進

し
林
道
幸
屋
線
に
至
り
、
同
林
道
か
ら
佐

山
川
に
沿
っ
て
北
進
し
、
荒
瀬
川
と
の
交

点
に
至
り
、
同
交
点
を
東
進
し
て
起
点
に

至
る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
地
域

北
秋
田
郡
森
吉
町
寄
延
地
内
寄
延
沢
林

道
入
り
口
を
起
点
と
し
、
同
林
道
を
南
進

し
左
折
し
西
進
し
、
大
森
林
道
と
倉
ノ
沢

荒
瀬
鳥
獣

保
護
区

倉
ノ
山
鳥

獣
保
護
区

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

当
該
地
域
は
２

つ
の
川
が
流
れ
水

場
が
豊
富
な
こ
と

及
び
、
針
葉
樹
・

広
葉
樹
の
茂
っ
た

山
林
で
鳥
獣
の
生

息
繁
殖
に
適
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、

鳥
獣
保
護
区
に
指

定
し
当
該
地
域
に

生
息
す
る
鳥
獣
の

保
護
を
図
る

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

名
　
称

保
護
の
関
す
る

指

針

の

案

存

続

期

間

林
道
の
間
の
稜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

稜
線
を
北
進
し
倉
ノ
沢
林
道
に
至
り
、
同

林
道
を
さ
ら
に
北
進
し
町
道
栄
線
に
至

り
、
同
町
道
を
東
進
し
国
道
１
０
５
号
線

に
至
り
、
同
国
道
を
東
進
し
て
起
点
に
至

る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
地
域

北
秋
田
郡
合
川
町
梅
栄
地
内
、
町
道
大

野
台
線
と
町
道
大
野
台
中
央
線
の
交
点
を

起
点
と
し
、
町
道
中
央
線
を
南
東
に
進
み

町
道
上
杉
梅
栄
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

地
点
を
北
東
へ
進
み
北
欧
の
杜
公
園
管
理

道
を
経
て
町
道
大
野
台
幹
線
に
至
り
、
同

町
道
を
南
東
に
進
み
農
道
に
至
り
、
同
農

道
を
東
進
し
、
合
川
町
と
森
吉
町
の
市
町

村
界
に
至
り
、
同
境
界
を
北
進
し
町
道
大

野
台
線
に
至
り
、
同
町
道
を
南
西
に
進
ん

で
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
地

域

北
欧
の
杜

鳥
獣
保
護

区

（二）
指
定
目
的

当
該
地
域
は
、

針
・
広
葉
樹
の
混

交
林
で
、
沢
が
散

在
し
水
場
も
豊
富

で
あ
る
こ
と
か
ら

鳥
獣
の
生
息
繁
殖

に
適
し
て
い
る
た

め
、
鳥
獣
保
護
区

に
指
定
し
当
該
地

域
に
生
息
す
る
鳥

獣
の
保
護
を
図
る

（一）
指
定
区
分

身
近
な
鳥
獣
生

息
地

（二）
指
定
目
的

当
該
地
域
は
中

心
部
が
「
北
欧
の

杜
公
園
」
と
し
て

整
備
が
図
ら
れ
、

沼
が
散
在
し
水
場

も
豊
富
で
あ
る
こ

と
か
ら
多
様
な
鳥

獣
が
生
息
し
て
い

る
た
め
、
鳥
獣
保

護
区
に
指
定
し
当

該
地
域
に
生
息
す

る
鳥
獣
の
保
護
を

図
る
と
共
に
、
自

然
と
の
ふ
れ
あ
い

や
鳥
類
の
観
察
及

び
保
護
活
動
を
通

じ
た
環
境
教
育
の

場
に
も
資
す
る

十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で
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二
　
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
区
域
内
に
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
予

定
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
指
定
し
よ
う
と
す
る
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
概
要

５

南
秋
田
郡
大
潟
村
字
西
地
内
の
村
道
大

潟
西
武
線
と
県
道
男
鹿
八
竜
線
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
村
道
を
南
西
に
進
み
県
道

男
鹿
八
竜
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
県
道

を
南
進
し
西
部
承
水
路
右
岸
堤
防
と
の
交

点
に
至
り
同
堤
防
を
北
西
に
進
み
、
大
潟

草
原
鳥
獣
保
護
区
の
境
界
に
至
り
同
境
界

を
南
東
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ

た
一
円
の
地
域

八
郎
潟
西

部
鳥
獣
保

護
区

（一）
指
定
区
分

集
団
渡
来
地

（二）
指
定
目
的

当
該
地
域
は
八

郎
潟
西
部
の
残
存

湖
で
ガ
ン
類
、
ハ

ク
チ
ョ
ウ
類
、
カ

モ
類
な
ど
の
多
く

の
渡
り
鳥
が
中
継

地
と
し
て
利
用
し

て
い
る
こ
と
か

ら
、
鳥
獣
保
護
区

に
指
定
し
渡
り
鳥

の
保
護
を
図
る
。

ま
た
、
定
期
的
な

巡
回
に
よ
り
鳥
獣

の
生
息
環
境
を
適

切
に
維
持
す
る
と

と
も
に
、
野
鳥
観

察
等
環
境
教
育
・

学
習
の
場
と
し
て

活
用
を
図
る

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

仏
社
沢
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
県
道
福

館
阿
仁
前
田
線
と
林
道
仏
社
沢
線
と
の
交

点
か
ら
県
道
を
約
１
キ
ロ
進
ん
だ
地
点
よ

り
東
南
東
に
走
る
稜
線
と
等
県
道
に
囲
ま

れ
た
区
域

田
沢
湖
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
県
道
田

沢
湖
湖
畔
線
と
国
有
林
秋
田
森
林
管
理
署

田
沢
湖
事
務
所
事
業
区
６
６
林
班
と
の
交

点
を
起
点
と
し
、
同
林
班
と
民
有
林
と
の

境
界
を
東
進
し
、
同
林
班
い
・
ろ
１
・
は

小
班
と
に
小
班
と
の
小
班
界
に
至
り
、
同

小
班
界
を
南
東
に
進
み
県
民
の
森
と
の
境

界
に
至
り
、
同
境
界
を
南
進
し
に
小
班
と

へ
小
班
と
の
小
班
界
に
至
り
、
同
小
班
界

を
北
東
に
進
み
ほ
小
班
と
へ
小
班
と
の
小

班
界
に
至
り
、
同
小
班
界
を
東
進
し
さ
ら

に
ほ
小
班
と
ち
・
り
・
ぬ
小
班
と
の
小
班

界
を
東
進
、
北
進
し
民
有
林
と
の
境
界
に

仏
社
沢
鳥

獣
保
護
区

特
別
保
護

地
区

田
沢
湖
鳥

獣
保
護
区

特
別
保
護

地
区

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

仏
社
沢
鳥
獣
保

護
区
の
う
ち
、
天

然
の
広
葉
樹
林
の

生
育
状
況
が
良
好

で
、
鳥
獣
の
生
息

繁
殖
に
特
に
適
し

て
い
る
区
域
に
つ

い
て
、
特
別
保
護

地
区
に
指
定
し
、

当
該
区
域
に
生
息

す
る
鳥
獣
の
生
息

環
境
を
保
全
す

る
。

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

田
沢
湖
鳥
獣
保

護
区
の
う
ち
、
東

部
の
ス
ギ
林
等
、

鳥
獣
の
生
息
環
境

と
し
て
特
に
良
好

な
区
域
を
特
別
保

護
地
区
に
指
定

し
、
当
該
区
域
に

生
息
す
る
鳥
獣
の

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
　
域

名
　
称

保
護
の
関
す
る

指

針

の

案

存

続

期

間
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６

至
り
、
同
境
界
を
東
進
、
南
進
し
５
６
５

メ
ー
ト
ル
三
角
点
を
経
て
国
有
林
秋
田
森

林
管
理
署
田
沢
湖
事
務
所
事
業
区
１
６
２

林
班
と
民
有
林
と
の
境
界
に
至
り
、
同
境

界
を
西
進
し
県
道
田
沢
湖
畔
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
県
道
を
北
進
し
て
起
点
に
至

る
線
に
囲
ま
れ
た
一
円
の
地
域

姫
神
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
大
曲
市
花

館
地
内
の
伊
豆
山
を
中
心
と
し
た
秋
田
県

雄
物
川
地
域
森
林
計
画
大
曲
市
４
２
、
４

３
林
班
の
区
域

滝
ノ
沢
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
村
道
南

外
２
０
号
線
と
林
道
深
沢
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
村
道
を
南
東
に
進
み
平
鹿

郡
大
森
町
と
の
市
町
村
界
に
至
り
、
同
境

界
を
南
進
、
西
進
し
林
道
１
３
４
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
林
道
を
北
東
に
進
み

林
道
深
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
林
道

を
北
西
に
進
み
起
点
に
至
る
線
に
囲
ま
れ

た
一
円
の
地
域

姫
神
鳥
獣

保
護
区
特

別
保
護
地

区滝
ノ
沢
鳥

獣
保
護
区

特
別
保
護

地
区

生
息
環
境
を
保
全

す
る
。

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

姫
神
鳥
獣
保
護

区
の
う
ち
、
中
央

部
分
の
ス
ギ
林

等
、
鳥
獣
の
生
息

環
境
と
し
て
特
に

良
好
な
地
域
を
、

特
別
保
護
地
区
に

指
定
し
、
当
該
区

域
に
生
息
す
る
鳥

獣
の
生
息
環
境
を

保
全
す
る
。

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

滝
ノ
沢
鳥
獣
保

護
区
の
う
ち
、
夏

見
沢
か
ら
勝
軍
山

に
か
け
て
の
郡
境

部
分
を
、
鳥
獣
の

生
息
環
境
と
し
て

特
に
良
好
な
地
域

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

太
平
山
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
雄
勝
郡

羽
後
町
田
代
七
曲
山
４
番
地
の
２
及
び
６

番
地
の
区
域

栗
駒
鳥
獣
保
護
区
の
う
ち
、
雄
勝
郡
東

成
瀬
村
所
在
国
有
林
秋
田
森
林
管
理
署
湯

沢
支
署
事
業
区
内
１
３
林
班
の
へ
、へ
１
、

へ
２
小
班
、
１
４
林
班
イ
、
イ
１
小
班
及

び
雄
勝
郡
皆
瀬
村
所
在
国
有
林
秋
田
森
林

管
理
署
湯
沢
支
署
事
業
区
内
４
９
林
班
、

５
０
林
班
の
区
域

太
平
山
鳥

獣
保
護
区

特
別
保
護

地
区

栗
駒
鳥
獣

保
護
区
特

別
保
護
地

区

を
鳥
獣
の
生
息
地

と
し
て
、
特
別
保

護
地
区
に
指
定

し
、
当
該
区
域
に

生
息
す
る
鳥
獣
の

生
息
環
境
を
保
全

す
る
。

（一）
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息

地（二）
指
定
目
的

太
平
山
鳥
獣
保

護
区
の
う
ち
、
天

然
の
広
葉
樹
林
な

ど
の
特
に
良
好
な

鳥
獣
の
生
育
環
境

に
な
っ
て
い
る
区

域
に
つ
い
て
、
特

別
保
護
地
区
に
指

定
し
、
当
該
区
域

に
生
息
す
る
鳥
獣

の
生
息
環
境
を
保

全
す
る
。

（一）
指
定
区
分

大
規
模
生
息
地

（二）
指
定
目
的

栗
駒
鳥
獣
保
護

区
の
う
ち
、
特
に

多
様
な
植
生
が
混

在
す
る
な
ど
、
猛

禽
類
や
大
型
の
ほ

乳
類
を
含
む
多
様

な
鳥
獣
が
生
息
す

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で

平
成
十
六
年
十
一

月
一
日
か
ら
平
成

二
十
六
年
十
月
三

十
一
日
ま
で
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二
　
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
の
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
及
び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く
り
推
進
課

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
七
月
八
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
午
前
十
時

（二）

場
所
　
南
秋
田
郡
大
潟
村
字
中
央
一
―
一
大
潟
村
役
場
第
二
会
議
室

（三）

案
件
　
八
郎
潟
西
部
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

二
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
午
後
一
時

（二）

場
所
　
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
一
号
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
第
一
会

議
室

（三）

案
件
　
荒
瀬
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

三
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
午
後
二
時

（二）

場
所
　
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
一
号
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
第
一
会

議
室

（三）

案
件
　
倉
ノ
山
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

四
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
午
後
四
時

（二）

場
所
　
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
一
号
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
第
一
会

議
室

（三）

案
件
　
北
欧
の
杜
鳥
獣
保
護
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を

開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋

田
県
規
則
第
二
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
午
後
三
時

（二）

場
所
　
北
秋
田
郡
鷹
巣
町
鷹
巣
字
東
中
岱
七
十
六
番
地
一
号
　
北
秋
田
地
域
振
興
局
第
一
会

議
室

（三）

案
件
　
仏
社
沢
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

二
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
午
前
十
時

（二）

場
所
　
湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
―
十
　
雄
勝
地
域
振
興
局
第
二
会
議
室

（三）

案
件
　
太
平
山
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

三
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
午
前
十
一
時

（二）

場
所
　
湯
沢
市
千
石
町
二
丁
目
一
―
十
　
雄
勝
地
域
振
興
局
第
二
会
議
室

（三）

案
件
　
栗
駒
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

７

る
中
核
的
な
地
域

に
つ
い
て
、
特
別

保
護
地
区
に
指
定

し
、
当
該
区
域
に

生
息
す
る
鳥
獣
の

生
息
環
境
を
保
全

す
る
。
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秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
平

成
十
六
年
度
定
期
種
畜
検
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
農
林
水
産
大
臣
か

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

四
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
午
後
二
時

（二）

場
所
　
大
曲
市
上
栄
町
十
三
―
六
十
二
　
仙
北
地
域
振
興
局
職
員
会
館
大
広
間

（三）

案
件
　
田
沢
湖
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

五
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
午
後
三
時

（二）

場
所
　
大
曲
市
上
栄
町
十
三
―
六
十
二
　
仙
北
地
域
振
興
局
職
員
会
館
大
広
間

（三）

案
件
　
姫
神
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

ら
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

六
一
三
）

六
（一）

日
時
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
一
日
午
後
四
時

（二）

場
所
　
大
曲
市
上
栄
町
十
三
―
六
十
二
　
仙
北
地
域
振
興
局
職
員
会
館
大
広
間

（三）

案
件
　
滝
ノ
沢
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
に
つ
い
て

（四）

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
生
活
環
境
文
化
部
自
然
保
護
課
（
〇
一
八
―
八
六
〇
―
一

六
一
三
）

秋
田
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
種
畜
証
明
書
を
書
換
交
付
し
た
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

８

種
畜
証
明
書

番
　
　
　
号

平
1
5
秋
田
県
１

第
3
1
号

新

篤
　
　
桜 種
　
畜
　
の
　
名
　
前

飼
　
養
　
者
　
の
　
住
　
所
　
及
　
び
　
氏
　
名
　
又
　
は
　
名
　
称

旧

篤
　
　
郎

新

異
動
無
し

旧

品
　
　
種

種
　
　
畜

証
明
書

番
　
　
号

名
　
　
　
前

（
登
録
番
号
）

生
年
月
日

体
　
　
高

（
㎝
）

産
　
地

血
　
　
　
統

父母

所
有
者

の
区
分

飼
養
者
の
住
所
氏
名

日
本
短
角
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
１
号

藤
桜

（
日
短
本

1
3
9
4
）

Ｈ
1
0
.3
.1
5

1
5
1
.0

秋
田
県

鹿
角
郡

小
坂
町

松
風

（
日
短
本
1
3
0
1
）

あ
か
ひ
め

（
日
短
本
1
7
0
9
0
）

県
有

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合
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９

日
本
短
角
種

日
本
短
角
種

日
本
短
角
種

褐
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
２
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
３
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
４
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
５
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
６
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
７
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
８
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
９
号

初
星

（
日
短
本

1
4
5
9
）

幸
彦

（
日
短
本

1
4
3
0
）

光
9
0
7

（
日
短
本

1
3
8
4
）

宝
明
Ｅ
Ｔ

（
日
あ
繁
殖
9
0
）

紋
光
郎

（
全
和
黒

1
3
3
1
8
）

秋
福
美
２

（
全
和
黒

1
3
2
2
4
）

秋
北
国

（
全
和
黒

1
3
4
0
2
）

花
竹
１

（
全
和
2
0
0
2
子

秋
黒
2
0
0
1
4
8
）

Ｈ
1
3
.3
.1
0

1
4
8
.0

Ｈ
1
1
.3
.2
1

1
5
5
.0

Ｈ
9
.3
.1
3

1
5
0
.0

Ｈ
1
0
.1
1
.2
5

1
4
9
.0

Ｈ
1
1
.4
.1
4

1
5
0
.0

Ｈ
1
0
.5
.5

1
4
3
.0

Ｈ
1
2
.3
.1
3

1
4
3
.0

Ｈ
1
4
.9
.2
1

1
3
0
.0

岩
手
県

岩
手
郡

玉
山
村

秋
田
県

鹿
角
市

秋
田
県

鹿
角
市

熊
本
県

熊
本
郡

鹿
北
町

秋
田
県

由
利
郡

矢
島
町

秋
田
県

南
秋
田
郡

大
潟
村

秋
田
県

仙
北
郡

千
畑
町

秋
田
県

鹿
角
市

琴
星

（
日
短
本
1
3
6
8
）

は
つ
ひ
め

（
日
短
本
2
4
8
1
0
）

若
泉

（
日
短
本
1
3
4
8
）

さ
ち
ひ
め

（
日
短
本
2
5
7
9
3
）

友
沢

（
日
短
本
1
2
7
5
）

み
つ
ひ
め

（
日
短
本
2
0
8
1
9
）

波
丸

（
日
あ
高
等
7
4
）

第
二
た
か
ら

（
日
あ
特
1
9
0
4
5
）

紋
次
郎

（
全
和
黒
高
9
3
8
）

い
あ
ふ
く
は
る
６

（
全
和
黒
高
6
5
4
4
7
6
）

秋
宮

（
全
和
黒
原
2
7
3
2
）

の
ぶ
ひ
め

（
全
和
黒
原
7
7
8
9
7
7
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
原
1
5
3
0
）

に
し
だ
5
3

（
全
和
黒
原
8
4
0
5
2
5
）

来
満
菊
安

（
全
和
黒
原
2
5
5
5
）

は
な
た
け

（
全
和
黒
2
0
8
0
6
3
8
）

農
協
有

県
有

県
有

個
人
有

県
有

県
有

県
有

個
人
有

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

秋
田
県
鹿
角
郡
小
坂
町

杉
原
　
五
三
二

秋
田
県
鹿
角
郡
小
坂
町

熊
谷
　
国
雄

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

秋
田
県
鹿
角
市

鹿
角
畜
産
農
業
協
同
組
合

秋
田
県
鹿
角
市

田
中
　
茂
男



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１０

褐
毛
和
種

褐
毛
和
種

褐
毛
和
種

褐
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
1
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
3
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
5
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
7
号

鷹
楽
重
Ｅ
Ｔ

（
日
あ
繁
殖
9
4
）

波
水

（
日
あ
繁
殖

1
0
5
）

第
七
光
丸

（
日
あ
特
級

2
2
9
）

福
光
丸

（
日
あ
繁
殖
2
7
）

八
重
国

（
全
和
黒

1
3
4
0
3
）

宗
亭
3
1
4

（
全
和
黒

1
3
4
0
1
）

宮
菅

（
全
和
黒
原

3
1
8
8
）

北
福
美
２

（
全
和
黒
原

3
6
3
3
）

Ｈ
1
0
.9
.1
0

1
4
2
.0

Ｈ
1
1
.1
.2
3

1
4
7
.0

Ｈ
2
.9
.1
3

1
4
7
.0

Ｈ
3
.9
.1
8

1
5
1
.0

Ｈ
1
2
.4
.1
2

1
4
7
.0

Ｈ
1
1
.1
1
.1
7

1
4
1
.0

Ｈ
7
.4
.2
6

1
5
0
.0

Ｈ
9
.3
.2
3

1
4
8
.0

熊
本
県

菊
池
郡

菊
陽
町

熊
本
県

阿
蘇
郡

白
水
村

熊
本
県

阿
蘇
郡

蘇
陽
町

熊
本
県

阿
蘇
郡

高
森
町

秋
田
県

仙
北
郡

南
外
村

青
森
県

上
北
郡

七
戸
町

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

秋
田
県

由
利
郡

矢
島
町

光
重
Ｅ
Ｔ

（
日
あ
育
種
１
）

第
二
さ
か
え

（
日
あ
繁
殖
7
6
9
6
）

第
四
光
重

（
日
あ
繁
殖
3
9
）

さ
つ
み

（
日
あ
産
肉
3
6
4
）

第
三
光
丸

（
日
あ
高
等
7
1
）

第
三
た
か
ら

（
日
あ
高
等
2
7
6
0
）

第
三
光
丸

（
日
あ
高
等
7
1
）

第
二
ふ
く
さ
か
え

（
日
あ
高
等
5
0
0
9
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
原
1
5
3
0
）

に
し
だ
5
3

（
全
和
黒
原
8
4
0
5
2
5
）

美
津
福

（
全
和
黒
原
2
7
4
8
）

く
ま
と
き
７
の
４

（
全
和
黒
1
7
8
5
5
3
5
）

宮
桜

（
全
和
黒
高
8
9
2
）

ち
と
せ
６

（
全
和
黒
高
1
1
4
7
3
6
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
本
1
5
3
0
）

の
ぶ
ひ
め

（
全
和
黒
本
7
7
8
9
7
7
）

団
体
有

団
体
有

団
体
有

団
体
有

県
有

独
立
行

政
法
人

有
貸
付

県
有

県
有

秋
田
県
北
秋
田
郡
鷹
巣
町

鷹
巣
町
放
牧
場
利
用
組
合

秋
田
県
北
秋
田
郡
森
吉
町

森
吉
町
畜
産
改
良
組
合

秋
田
県
北
秋
田
郡
森
吉
町

森
吉
町
畜
産
改
良
組
合

秋
田
県
北
秋
田
郡
田
代
町

町
長
　
吉
田
　
光
明

秋
田
県
北
秋
田
郡
阿
仁
町

高
津
森
放
牧
組
合

秋
田
県
北
秋
田
郡
阿
仁
町

高
津
森
放
牧
組
合

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１１

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
1
9
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
1
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
3
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
5
号

紋
三
郎

（
全
和
黒
原

3
9
9
8
）

紋
一
郎

（
全
和
黒
原

3
9
9
7
）

悦
北
国

（
全
和
黒
原

4
1
6
0
）

北
天
裕

（
全
和
黒
原

4
1
6
1
）

北
国
春

（
全
和
黒
原

4
1
5
9
）

篤
桜

（
全
和
黒
原

4
3
3
1
）

隆
城

（
全
和
黒
原

4
3
3
0
）

忠
富
久

（
全
和
黒

1
3
5
7
7
）

Ｈ
1
1
.1
.8

1
4
8
.0

Ｈ
1
1
.4
.1
1

1
4
9
.0

Ｈ
1
2
.4
.1
0

1
3
8
.0

Ｈ
1
2
.3
.9

1
4
4
.0

Ｈ
1
2
.3
.8

1
3
3
.0

Ｈ
1
3
.3
.1
2

1
4
4
.0

Ｈ
1
3
.3
.3

1
4
9
.0

Ｈ
1
3
.4
.5

1
4
4
.0

秋
田
県

由
利
郡

矢
島
町

秋
田
県

由
利
郡

矢
島
町

秋
田
県

雄
勝
郡

羽
後
町

秋
田
県

仙
北
郡

太
田
町

秋
田
県

北
秋
田
郡

森
吉
町

秋
田
県

由
利
郡

東
由
利
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

太
田
町

紋
次
郎

（
全
和
黒
高
9
3
8
）

い
あ
ふ
く
は
る
６

（
全
和
黒
本
6
5
4
4
7
6
）

紋
次
郎

（
全
和
黒
高
9
3
8
）

い
あ
ふ
く
は
る
６

（
全
和
黒
本
6
5
4
4
7
6
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
本
1
5
3
0
）

よ
し
は
れ
な
み

（
全
和
黒
本
9
2
2
1
2
1
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
本
1
5
3
0
）

ち
え
み

（
全
和
黒
本
9
0
2
8
5
7
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
本
1
5
3
0
）

よ
し
た
に
５

（
全
和
黒
本
4
8
0
5
5
7
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
本
2
4
4
1
）

ふ
じ
ひ
め
４

（
全
和
黒
本
1
0
1
3
7
8
1
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
本
2
4
4
1
）

か
ね
こ
２

（
全
和
黒
本
1
0
1
3
8
1
5
）

福
重
波

（
全
和
黒
本
3
1
3
7
）

き
よ
し
げ
い
ず
み

（
全
和
黒
本
2
0
1
2
3
3
8
）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１２

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
7
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
2
9
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
1
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
3
号

正
神
福

（
全
和
2002子

受

卵
秋
黒
20105）

徳
嵩

（
全
和
2002子

受

卵
秋
黒
20057）

龍
平

（
全
和
2002子

秋

黒
231325）

松
福
与

（
全
和
2003子

受

卵
秋
黒

1180181176）

藤
磨
呂
1
8

（
全
和
2003子

受

卵
秋
黒

1185719107）

松
福
賢

（
全
和
2003子

受

卵
秋
黒

1025421603）

菊
安
1
6
5

（
全
和
2003子

受

卵
秋
黒

1026165094）

ア
キ
01

142-

8100-290-1002

（
日
豚
Ｌ
種
77573）

Ｈ
1
4
.3
.7

1
3
8
.0

Ｈ
1
4
.3
.7

1
3
6
.0

Ｈ
1
4
.7
.2

1
4
1
.0

Ｈ
1
5
.4
.3

1
2
1
.0

Ｈ
1
5
.3
.1
3

1
2
5
.0

Ｈ
1
5
.3
.6

1
2
3
.0

Ｈ
1
5
.4
.2
9

1
2
4
.0

Ｈ
1
4
.2
.2
0

9
8
.6

秋
田
県

仙
北
郡

千
畑
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

南
外
村

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

秋
田
県

仙
北
郡

中
仙
町

秋
田
県

仙
北
郡

千
畑
町

秋
田
県

由
利
郡

大
内
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

牧
福

（
全
和
黒
高
2
0
1
0
）

さ
り
５

（
全
和
黒
本
1
0
1
4
5
5
3
）

徳
重
波

（
全
和
黒
高
2
0
1
1
）

ふ
く
ひ
で

（
全
和
黒
本
1
0
1
3
8
2
4
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
本
2
4
4
1
）

た
に
み
や
２

（
全
和
黒
本
8
8
1
7
9
3
）

松
福
美

（
全
和
黒
本
3
4
9
0
）

ち
え
み

（
全
和
黒
本
9
0
2
8
5
7
）

松
福
美

（
全
和
黒
本
3
4
9
0
）

ふ
く
ひ
で

（
全
和
黒
本
1
0
1
3
8
2
4
）

松
福
美

（
全
和
黒
本
3
4
9
0
）

い
わ
き
よ
４

（
全
和
黒
本
9
8
6
1
0
3
）

安
福
1
6
5
の
９

（
全
和
黒
本
1
6
8
3
）

き
く
は
る

（
全
和
黒
本
1
1
4
5
0
1
3
）

ヤ
マ
ガ
タ
9
9
-8
8
1
8

（
日
豚
Ｌ
種
7
5
9
1
7
）

ア
キ
01

133-7939-8100-1067
（
日
豚
Ｌ
種
451256）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１３

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
5
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
7
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
3
9
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
1
号

ア
キ
02

126-

8092-297-476

（
日
豚
Ｌ
種
77633）

ア
キ
02

280-

8116-310-1128

（
日
豚
Ｌ
種
77862）

ア
キ
03

251-

8149-317-410

（
日
豚
Ｌ
種
53605）

ア
キ
03

275-

8164-320-559

（
日
豚
Ｌ
種
53622）

イ
ワ
テ
ハ
ヤ
チ
ネ
ダ

ブ
ル
２
　
ゼ
ン
ノ
ー

1368-3981-243

（
日
豚
Ｗ
種
37118）

イ
ワ
テ
ハ
ヤ
チ
ネ
ダ

ブ
ル
１
　
ゼ
ン
ノ
ー

14354-1156

（
日
豚
Ｗ
種
37119）

ア
キ
0
2
ハ
ヤ

チ
ネ
3
5
8

（
日
豚
Ｗ
種
37069）

ア
キ
0
3
ハ
ヤ

チ
ネ
2
9
0

（
日
豚
Ｗ
子
53571）

Ｈ
1
4
.7
.2
4

8
8
.1

Ｈ
1
5
.2
.1
6

8
4
.0

Ｈ
1
5
.6
.2
3

7
8
.7

Ｈ
1
5
.8
.2

7
5
.7

Ｈ
1
4
.7
.1
8

8
6
.4

Ｈ
1
4
.9
.2
3

9
1
.3

Ｈ
1
4
.5
.2
4

9
1
.1

Ｈ
1
4
.5
.2
3

8
7
.0

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

岩
手
県

岩
手
郡

滝
沢
村

岩
手
県

岩
手
郡

滝
沢
村

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

ヤ
マ
ガ
タ
9
9
-8
7
6
9

（
日
豚
Ｌ
種
7
5
9
1
3
）

ア
キ
01

133-7954-8092-9747
（
日
豚
Ｌ
種
4
5
1
2
5
5
）

ア
キ
01

113-7991-280-672
（
日
豚
Ｌ
種
7
7
2
4
7
）

ア
キ
01

133-8049-8116-152
（
日
豚
Ｌ
種
4
5
2
1
6
6
）

ア
キ
01

133-8009-251-1004
（
日
豚
Ｌ
種
7
6
8
8
3
）

ア
キ
01

142-8019-8149-550
（
日
豚
Ｌ
種
4
5
3
3
8
9
）

ア
キ
01

114-7715-275-487
（
日
豚
Ｌ
種
7
7
2
4
5
）

ア
キ
01

128-8079-8164-953
（
日
豚
Ｌ
種
4
5
4
8
7
4
）

イワテハヤチネダブル２　イワケ-10388-10941-1100
（
日
豚
Ｗ
種
3
6
3
6
3
）

イワテハヤチネダブル２　イワケ-7135-8918-821
（
日
豚
Ｗ
種
9
4
0
1
9
）

イワテハヤチネダブル１　イワケ-10556-2445
（
日
豚
Ｗ
種
3
5
2
2
9
）

イワテハヤチネダブル１-96-4045-4153-4134
（
日
豚
Ｗ
種
9
1
0
2
7
）

ア
キ
0
0
ハ
ヤ
チ
ネ
4
2
3

（
日
豚
Ｗ
種
3
6
3
6
1
）

イワテハヤチネダブル１　イワケ-7158-8907-7-2965
（
日
豚
Ｗ
種
9
3
9
0
2
）

イワテハヤチネダブル１　イワケ-10409-2969-3031
（
日
豚
Ｗ
種
3
6
7
0
4
）

ア
キ
0
0
ハ
ヤ
チ
ネ
5
3
5

（
日
豚
Ｗ
種
9
8
3
5
6
）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１４

大
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
3
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
5
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
7
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
4
9
号

ア
キ
0
3
ハ
ヤ

チ
ネ
5
4
0

（
日
豚
Ｗ
子
53618）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

02-789-134

（
日
豚
Ｄ
種
37637）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

02-806-292

（
日
豚
Ｄ
種
37644）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-862-34

（
日
豚
Ｄ
子
53439）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-863-81

（
日
豚
Ｄ
種
38050）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-877-144

（
日
豚
Ｄ
種
38055）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-874-166

（
日
豚
Ｄ
種
38054）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-881-193

（
日
豚
Ｄ
種
38057）

Ｈ
1
5
.7
.3
1

7
0
.5

Ｈ
1
4
.4
.1
9

9
5
.2

Ｈ
1
4
.5
.1
0

9
0
.9

Ｈ
1
5
.4
.1
7

7
8
.1

Ｈ
1
5
.4
.2
1

7
6
.8

Ｈ
1
5
.5
.2

7
8
.9

Ｈ
1
5
.5
.5

7
3
.7

Ｈ
1
5
.5
.8

7
9
.0

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

イワテハヤチネダブル１　イワケ-10409-2969-3031
（
日
豚
Ｗ
種
3
6
7
0
4
）

イワテハヤチネダブル２　イワケ-1343-1965-3444
（
日
豚
Ｗ
種
9
9
9
7
8
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
01-719-120

（
日
豚
Ｄ
種
3
6
8
5
0
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
01-1625-1206

（
日
豚
Ｄ
種
7
2
9
3
1
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
01-719-120

（
日
豚
Ｄ
種
3
6
8
5
0
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
01-1614-3116

（
日
豚
Ｄ
種
7
2
9
2
1
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-773-25

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
0
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1801-348

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
1
0
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-774-50

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
1
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1752-97

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
0
0
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-804-270

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
4
2
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1737-72

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
5
9
4
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-805-282

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
4
3
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1756-1666

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
0
2
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-777-70

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
3
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1739-161

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
5
9
5
）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１５

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

黒
毛
和
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
1
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
3
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
5
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
7
号

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-882-204

（
日
豚
Ｄ
種
38058）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-883-214

（
日
豚
Ｄ
種
38059）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-884-220

（
日
豚
Ｄ
種
38060）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-887-338

（
日
豚
Ｄ
種
38062）

サ
ク
ラ
201

ア
キ

03-892-361

（
日
豚
Ｄ
種
38065）

徳
茂
勝

（
全
和
黒
原

4
0
7
7
）

友
平
茂

（
全
和
黒

1
3
4
9
1
）

北
銀

（
全
和
黒

1
2
8
7
8
）

Ｈ
1
5
.5
.9

7
7
.8

Ｈ
1
5
.5
.1
1

7
8
.7

Ｈ
1
5
.5
.1
1

7
2
.1

Ｈ
1
5
.5
.2
6

7
5
.5

Ｈ
1
5
.5
.3
1

8
0
.3

Ｈ
1
1
.9
.2
0

1
5
3
.0

Ｈ
1
2
.1
0
.2
5

1
5
4
.0

Ｈ
8
.8
.3

1
4
6
.0

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

神
岡
町

秋
田
県

仙
北
郡

角
館
町

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-793-169

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
8
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1791-295

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
0
6
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-778-88

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
4
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1719-67

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
4
7
1
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-777-70

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
3
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1778-250

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
1
6
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-774-50

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
1
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1770-242

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
1
4
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-778-88

（
日
豚
Ｄ
種
3
7
6
3
4
）

サ
ク
ラ
201

ア
キ
02-1779-251

（
日
豚
Ｄ
種
7
4
6
1
7
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
原
2
4
4
1
）

ふ
く
ゆ
う

（
全
和
黒
原
8
6
0
0
6
0
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
原
2
4
4
1
）

と
も
ざ
く
ら

（
全
和
黒
原
9
4
2
7
0
8
）

北
国
７
の
８

（
全
和
黒
原
1
5
3
0
）

ゆ
み
ぎ
ん

（
全
和
黒
原
9
6
1
5
5
3
）

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

県
有

団
体
有

個
人
有

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
仙
北
郡
神
岡
町

秋
田
県
畜
産
試
験
場

秋
田
県
大
曲
市

仙
北
種
雄
牛
管
理
組
合

秋
田
県
仙
北
郡
西
木
村

伊
藤
　
勝
実

秋
田
県
横
手
市

伊
藤
　
重
吉



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

１６

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
5
9
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
0
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
1
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
2
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
3
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
4
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
5
号

Ｄ
2
2

Ｄ
2
6

Ｄ
2
8

Ｄ
2
9

Ｄ
3
0

Ｄ
3
1

Ｄ
3
2

Ｄ
3
3

Ｈ
1
3
.7
.2
7

1
1
0
.0

Ｈ
1
4
.1
.2
5

1
0
5
.0

Ｈ
1
4
.5
.3
1

1
0
3
.0

Ｈ
1
4
.7
.1
1

1
0
2
.0

Ｈ
1
4
.8
.2
0

1
0
2
.0

Ｈ
1
4
.1
1
.1
0

9
0
.0

Ｈ
1
4
.1
2
.1
3

8
5
.0

Ｈ
1
5
.8
.1
4

8
0
.0

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

新
潟
県

長
岡
市

Ｄ
3
2
-1
1

Ｄ
Ｇ
9
9
4

Ｄ
3
0
-9

Ｄ
Ｂ
8
2
7

Ｄ
3
1
-2
0

Ｄ
Ｐ
2
0
8
9

Ｄ
3
1
-1
7

Ｄ
Ｙ
2
1
6
4

Ｄ
3
0
-1
2

Ｄ
Ｒ
2
1
6
1

Ｄ
3
5
-3

Ｄ
Ｇ
2
1
9
0

Ｄ
3
0
-1
2

Ｄ
Ｒ
2
1
9
7

Ｄ
1
3
-6
5

Ｄ
オ
9
2
5

個
人
有

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

そ
の
他

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙

北
郡
中
仙
町
鶯
野
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
吉
田
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
　
岡
　
　
　
弘

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
小
八
卦
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
　
　
励

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
新
屋
敷
四
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
喜
　
一

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
新
関
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
俊
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
下
鴬
野
字
羽
場
百
八
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
々
木
　
雷
太
郎

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
遠
藤
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
昭
　
一

〃
　
　
〃
　
　
北
長
野
字
山
中
田
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
　
　
長

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
袴
腰
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
堀
　
光
　
悦

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
道
ノ
上
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
　
農
　
時
　
治

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
吉
田
百
二
十
八
番
地
の
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
　
岡
　
　
　
弘

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
小
八
卦
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
　
松
　
　
　
励

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
新
屋
敷
四
十
番
地
の
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
喜
　
一

〃
　
　
　
　
　
下
鴬
野
字
下
中
嶋
百
五
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
元
　
俊
　
夫

公
　
　
　
　
　
　
告

１７

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

デ
ュ
ロ
ッ
ク
種

ラ
ン
ド
レ
ー
ス
種

黒
毛
和
種

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
6
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
7
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
8
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
6
9
号

平
1
6

秋
田
県
１

第
7
0
号

Ｄ
3
4

ゼ
ン
ノ
ー
デ
ー
01

02-2438

（
日
豚
Ｄ
子
13037）

ゼ
ン
ノ
ー
サ
ク
ラ

201ヒ
ガ
シ
99-318

（
日
豚
Ｄ
種
35597）

ゼ
ン
ノ
ー
エ
ル
01-

2139

（
日
豚
Ｌ
子
13041）

土
高
福

（
全
和
黒

1
3
5
7
8
）

Ｈ
1
5
.8
.2
2

8
0
.0

Ｈ
1
4
.2
.7

8
7
.0

Ｈ
1
1
.9
.2

9
3
.0

Ｈ
1
3
.1
0
.7

8
0
.0

Ｈ
1
3
.5
.1

1
3
8
.0

新
潟
県

長
岡
市

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

岩
手
県

岩
手
郡

雫
石
町

秋
田
県

仙
北
郡

西
仙
北
町

Ｄ
3
2
-1
3

Ｄ
オ
9
2
2

ゼ
ン
ノ
ー
デ
ー
0
1
0
0
-3
7
6
8

（
日
豚
Ｄ
種
3
6
4
5
7
）

ゼ
ン
ノ
ー
デ
ー
0
1
9
9
-3
8
3
0

（
日
豚
Ｄ
種
7
0
5
8
6
）

ゼ
ン
ノ
ー
サ
ク
ラ
201

ヒ
ガ
シ
97-2370

（
日
豚
Ｄ
種
3
4
6
8
3
）

ゼ
ン
ノ
ー
サ
ク
ラ
201

ヒ
ガ
シ
96-2405

（
日
豚
Ｄ
種
6
7
2
3
1
）

ゼ
ン
ノ
ー
エ
ル
0
0
-7
0
8
8

（
日
豚
Ｌ
種
7
6
3
8
9
）

ゼ
ン
ノ
ー
エ
ル
9
9
-7
0
3
6

（
日
豚
Ｌ
種
4
4
7
4
4
6
）

平
茂
勝

（
全
和
黒
原
2
4
4
1
）

き
み
こ

（
全
和
黒
原
1
0
6
0
7
1
6
）

そ
の
他

そ
の
他

個
人
有

個
人
有

県
有

秋
田
県
横
手
市

ニ
ュ
ー
フ
ァ
ー
ム
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

秋
田
県
平
鹿
郡
平
鹿
町

深
澤
　
重
俊

秋
田
県
平
鹿
郡
平
鹿
町

深
澤
　
重
俊

秋
田
県
平
鹿
郡
平
鹿
町

深
澤
　
重
俊

秋
田
県
仙
北
郡
協
和
町

進
藤
　
一
二
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仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
新
関
三
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
俊
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
北
長
野
字
道
ノ
上
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伝
　
農
　
時
　
治

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
新
山
中
田
百
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
熊
　
谷
　
　
　
長

〃
　
　
〃
　
　
下
鴬
野
字
大
新
田
二
百
四
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
葉
　
卓
　
雄

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
字
遠
藤
二
十
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
　
原
　
昭
　
一

〃
　
　
〃
　
　
北
長
野
字
袴
腰
百
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
堀
　
光
　
悦

三
　
退
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
下
鶯
野
字
大
新
田
四
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
　
方
　
直
　
一

〃
　
　
〃
　
　
上
鶯
野
字
中
道
百
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
子
　
亮
　
一

〃
　
　
〃
　
　
北
長
野
字
館
ノ
郷
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
堀
　
　
　
均

四
　
就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

仙
北
郡
中
仙
町
上
鶯
野
字
中
道
百
五
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
　
子
　
亮
　
一

〃
　
　
〃
　
　
北
長
野
字
館
ノ
郷
九
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
堀
　
　
　
均

〃
　
　
〃
　
　
下
鴬
野
字
上
中
嶋
百
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
　
元
　
省
　
吾

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
仙

北
町
東
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
六
月
十
六
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手

市
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
平
成
十
六
年
六
月
十
六
日
認
可
し

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
購
入
予
定
数
量
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
契
約
と
す
る
。
）

一
種
一
号
重
油
　
四
万
千
六
百
リ
ッ
ト
ル

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

契
約
し
た
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
（
木
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
七
月
五
日
（
月
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
七
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
と
す
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

１８
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予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ

れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
購
入
予
定
数
量
（
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
契
約
と
す
る
。
）

一
号
灯
油
　
一
万
五
千
二
百
リ
ッ
ト
ル

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

契
約
期
間

契
約
し
た
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
（
木
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
七
月
五
日
（
月
）
ま

で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
七
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
と
す
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ

れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

物
品
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

路
面
清
掃
車
（
真
空
式
）

一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

１９
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（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
（
木
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
山
本
地
域
振
興
局
建
設
部

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（一）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（二）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（三）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
契
約
班
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
七
月
五
日
（
月
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
七
月
十
二
日
（
月
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百

六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（二）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（三）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（四）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
記
載
さ

れ
た
必
要
書
類
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（五）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
（
二
・
二
メ
ー
ト
ル
級
）

二
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
（
二
・
二
メ
ー
ト
ル
級
）

一
台
　
平
成
十
六
年
七
月
こ
ろ

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

２０
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秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
火
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
八
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時
三
十
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

凍
結
防
止
散
布
車
（
三
ト
ン
級
）

七
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

（五）

今
後
調
達
が
予
定
さ
れ
る
物
品
の
名
称
、
数
量
及
び
そ
の
入
札
の
公
告
の
予
定
時
期

凍
結
防
止
散
布
車
（
三
ト
ン
級
）

二
台
　
平
成
十
六
年
七
月
こ
ろ

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
火
）

２１

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

２
　
R
otary

Snow
Plow
s

（
2
.2
m
eter

w
ide

class）

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
0
:3
0
A
.M
.
９
　
A
ugust，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

２
　
R
otary

Snow
Plow
s

（
2
.2
m
eter

w
ide

class）

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
0
:3
0
A
.M
.
９
　
A
ugust，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8
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ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
八
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時
四
十
五
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

除
雪
グ
レ
ー
ダ
（
四
メ
ー
ト
ル
級
）

二
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
十
一
月
十
九
日
（
金
）

（四）

納
入
場
所

県
が
指
定
す
る
場
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
火
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
八
月
九
日
（
月
）
午
前
十
一
時

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

２２

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

７
　
M
aterial

S
preaders

（
３
　
ton

class）

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
0
:4
5
A
.M
.
９
　
A
ugust，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：
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M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
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五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

（一）

購
入
物
品
名
及
び
数
量

空
港
用
高
速
ス
イ
ー
パ
（
自
走
式
）

一
台

（二）

購
入
物
品
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

（三）

納
入
期
限

平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
（
火
）

（四）

納
入
場
所

秋
田
県
秋
田
空
港
管
理
事
務
所

二
　
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等

（一）

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

（２）

秋
田
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
。

（３）

当
該
調
達
契
約
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

（二）

（一）
（２）
の
資
格
に
係
る
申
請

（一）
（２）
の
資
格
の
な
い
者
で
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
も
の
は
、
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
を
三
（一）
に
掲
げ
る
場
所
へ
平
成
十
六
年
七
月
二
十
六
日
（
月
）
ま
で
に
提
出
す
る

こ
と
。

三
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

（一）

契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
出
納
局
管
財
課
（
電
話
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
七
三
八
）

（二）

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付
方
法

秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
き
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
三
日
（
火
）

ま
で
の
期
間
、
随
時
交
付
す
る
。

四
　
入
札
執
行
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
八
月
九
日
（
月
）
午
前
十
一
時
十
五
分

秋
田
県
庁
地
下
一
階
管
財
課
入
札
室

五
　
入
札
保
証
金

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
三
条

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

六
　
そ
の
他

２３

Sum
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0
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（一）

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

（二）

入
札
の
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額

を
切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希

望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

（三）

入
札
の
無
効

規
則
第
百
六
十
六
条
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（四）

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
名
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ

に
よ
り
決
定
す
る
。

（五）

契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

（六）

提
出
書
類
等

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
必
要
資
料
等
を
提
出
す
る
こ
と
。

（七）

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

七
　
概
要

平
成
十
六
年
五
月
二
十
八
日
秋
田
県
公
報
第
千
五
百
七
十
五
号
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
四
百
六
十

四
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
、
設
置
者
等
の
変
更
に
関
す
る
届
出
）

四
　
　
　
上
　
　
後
か
ら
　
原
　
田
　
昭
　
彦
　
　
　
　
　
　
反
　
田
　
悦
　
生

二

四
　
　
　
下
　
　
後
か
ら
　
原
　
田
　
昭
　
彦
　
　
　
　
　
　
反
　
田
　
悦
　
生

十
三

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日
秋
田
県
公
報
第
千
五
百
七
十
九
号
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第
五
百
一
号

（
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
）

（
原
稿
誤
り
）

十
一
　
　
上

十
一
　
　
下

２４

Sum
m
ary

１
　
N
ature

and
quantity

of
item

to
be
purchased：

１
　
S
elf-P
ropelled

H
igh

Speed
A
irport

R
unw
ay
S
w
eeper

２
　
T
im
e-lim

it
of
tender：

1
1
:1
5
A
.M
.
９
　
A
ugust，

2
0
0
4

３
　
C
ontact

point
for

the
notice：

Property
M
anagem

ent
D
ivision，

B
ureau

of

T
reasury，

A
kita

P
refectural

G
overnm

ent，
４
-１
-１
　
Sanno，

A
kita

C
ity，

A
kita

prefecture
0
1
0
-8
5
7
0
，
Japan

T
E
L
0
1
8
-8
6
0
-2
7
3
8

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　

正
　
　
　
　
　
　
誤

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
十
三
年
十
月
一
日
付
け
指

令
平
建
―
二
百
三
十
三
―
三

で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関

す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
田
典
城

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者

の
住
所
及
び
氏
名

秋
田
市
保
戸
野
千
代
田
町
二

番
四
十
三
号

三
光
不
動
産
株
式
会
社
　
代

表
取
締
役
　
岩
本
　
竜
大

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

横
手
市
赤
坂
字
大
道
添
百
四

番
一
、
百
四
番
二
、
百
四
番

三
、
百
四
番
四
、
百
四
番
五
、

百
四
番
六
、
百
五
番
一
、
百

五
番
二
、
百
五
番
三
、
百
五

番
四
、
百
五
番
五
、
百
五
番

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平

成
十
五
年
十
二
月
三
日
付
け

指
令
平
建
―
六
百
四
―
三
で

許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す

る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
田
典
城

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者

の
住
所
及
び
氏
名

大
曲
市
黒
瀬
町
一
番
十
五
―

三
号

三
光
不
動
産
株
式
会
社
　
代

表
取
締
役
　
梶
原
　
守
人

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

横
手
市
横
手
町
字
三
ノ
口
二

十
二
番
五
の
内
、
二
十
三
番

三
、
二
十
五
番
の
内
、
二
十

六
番
、
二
十
七
番
、
二
十
八

番
、
三
十
番

後
ろ
か

ら
一
か

ら
六

前
か
ら

一
か
ら

六



平成16年 6月25日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1583号

２５

六
、
百
五
番
七
、
百
六
番
、

百
七
番
、
百
八
番
及
び
百
九

番



発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


